
 
 
 
 
 
 
 
※ＤＣとは Defined Contribution の略＝確定拠出年金のことです。  平成２１年１１月２５日 ＮＯ．７４ 

 
制度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。本資料は、岡三証券が信頼できる

と判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 
また､本資料に記された意見や予測等は､資料作成時点での岡三証券の判断であり､今後予告なしに変更されることがあります。

※岡三証券は確定拠出年金（ＤＣ）の運営管理機関です（登録番号６６７）。 

■ 社会保険庁の保有する住所情報の利用に

ついて 

１． 趣旨 

企業型ＤＣの実施企業を退職した後、個人型等

への移換手続を執らずに国民年金基金連合会へ自

動移換された人は、2009 年 3 月現在で約 16 万人

となっています。今後、これらの自動移換者の住

所が不明のままであると円滑な裁定請求手続きが

執れない事態となるおそれがあります。 

事業主様には退職時の移換手続きや、給付金の

裁定手続きのご協力をお願いしておりますが、退

職後または 60 歳到達後の転居先住所が不明とな

り各種書類が届かないケースが散見されるように

なってまいりました。この度の社会保険庁の住所

情報活用により企業型ＤＣの加入者であった者や

受給権者の住所把握促進を図ることによって、円

滑な移換手続きや給付金の裁定手続きに繋げよう

とするものです。 

２． 手続きの概要 

企業型ＤＣにおける事業主体は、あくまでも

個々の事業主様であることから、社会保険庁の住

所情報提供を利用する場合は、社会保険庁および

企業年金連合会（以下「連合会」といいいます。）

に対して、下記の手順により各事業主様から直接

ご依頼頂くことになります。 

① 社会保険庁へ住所情報提供についての申込書

類の提出を行う。 

② 連合会へ住所照会申込書を提出する。 

③ 連合会へ諸経費の入金を行う（平成 23 年 3 月

までの分として 10,000 円）。 

④ 連合会へ住所照会票（またはデータ）を提出す

る。 

⑤ 電子媒体または紙媒体により回答が来る。 

なお、各様式および事務処理要領について、連

合会のホームページからダウンロードが可能です。 

（http://www.pfa.or.jp/nenkin/jusho_joho/） 

３． 留意事項 

社会保険庁から提供される住所情報を取り扱う

にあたり、いくつかの留意事項がございます。 

① 個人情報を取り扱うことから、事業主様の社

内で「個人情報の保護に関する法律」に則っ

た適切な管理体制が必要となります。具体的

には社内規定の整備や管理者の設置等が挙げ

られます。 

② データの使用目的は、「資産移換の手続きの

勧奨」、「裁定請求」のみに限られます。 

③ 対象者について下記 4項目が必要です。 

イ.基礎年金番号又は年金手帳の記号番号 

ロ.氏名カナ 

ハ.生年月日 

ニ.性別 

④ 諸経費 10,000 円（平成 23 年 3 月（予定）ま

で有効）がかかります。 

自動移換や給付の裁定に関しては、当局および

関係各機関において様々な取組みが行われており

ますが、事業主様のご協力なくしては進まないの

が実情です。事業主様におかれましては、こうし

た情報提供もご活用されてはいかがでしょうか。     

今般、確定拠出年金において社会保険庁の保有

する住所情報の提供を受けることが可能となりま

す。このような情報提供の活用によって、移換手

続きや裁定請求手続きの促進が期待されます。


